
第
１
条
　
こ
の
要
綱
は
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
市
の
施
策
等
の
意
思
決

定
過
程
に
お
け
る
公
正
の
確
保
と

透
明
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

市
民
の
市
政
へ
の
積
極
的
か
つ
幅

広
い
参
加
の
機
会
を
促
進
し
、
も

っ
て
協
働
に
よ
る
市
政
を
推
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
条
　
こ
の
要
綱
に
お
い
て「
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
」と
は
、

市
の
基
本
的
な
施
策
等
の
策
定
に

あ
た
り
、
そ
の
施
策
等
の
趣
旨
、

目
的
、
内
容
等
を
広
く
公
表
し
、

市
民
等
か
ら
公
表
し
た
も
の
に
対

す
る
意
見
、
情
報
、
専
門
的
知
識

等（
以
下「
意
見
等
」と
い
う
。）の
提

出
を
受
け
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
意

見
等
の
概
要
及
び
提
出
さ
れ
た
意

見
等
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
公

表
す
る
と
と
も
に
、
寄
せ
ら
れ
た

第
３
条
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
制
度
の
対
象
と
な
る
施
策
等（
以

下「
施
策
等
」と
い
う
。）は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

(

１)

市
政
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
の
策
定
又
は
変
更

(

２)

市
政
の
基
本
方
針
を
定
め
る

こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
の

制
定
又
は
改
廃

(

３)

市
民
に
義
務
を
課
し
、
又
は

権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
内

容
と
す
る
条
例（
金
銭
徴
収

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）の

制
定
又
は
改
廃

(

４)

公
共
施
設
等
の
基
本
的
な
計

画
の
策
定
又
は
変
更

(

５)

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
実
施
機
関
が
必
要
と
認

め
る
も
の

２
　
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
施
策
等
の
策
定
に
つ
い
て

意
見
等
を
考
慮
し
て
実
施
機
関
の

意
思
決
定
を
行
う
一
連
の
手
続
を

い
う
。

２
　
こ
の
要
綱
に
お
い
て「
実
施
機

関
」と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、

選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
及

び
農
業
委
員
会
を
い
う
。

３
　
こ
の
要
綱
に
お
い
て「
市
民
等
」

と
は
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者

の
ほ
か
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

制
度
の
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
意
見
を
提
出
す
る
意
思
を
有
す

る
者
を
い
う
。

先月号で、市の重要な計画を考える時に、事前に市民
の皆さんのご意見をお聞きし、政策に反映させ、ご意見
に対する市の考え方を公表する『パブリック・コメント
制度』の概要と流れを掲載しました。
今月号では、『パブリック・コメント制度』の実施要綱

と、その考え方を紹介します。
この制度の導入により、これまで以上に市民の皆さんと

の連帯と協働による開かれた市政運営に努めていきます。

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制

度
の
目
的
は
、
市
民
等
の
多
様
な

意
見
、
情
報
、
専
門
的
な
知
識
を

市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
施
策

等
の
立
案
か
ら
最
終
的
な
案
の
決

定
に
至
っ
た
過
程
が
公
開
さ
れ
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
意
見
等
に
対
す

る
市
の
考
え
方
が
公
表
さ
れ
る
の

で
、
施
策
等
の
形
成
過
程
に
お
け

る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上

が
図
ら
れ
る
も
の
で
す
。

都
留
市
で
は
、
市
民
の
主
体

性
を
尊
重
し
、
市
民
の
意
向
を
ま

ち
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
く
た
め
、

市
民
と
行
政
の
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
て
お
り
、
こ
の
要
綱

に
基
づ
き
実
施
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
は
、
市
民
と

行
政
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進

の
一
環
と
し
て
、
全
庁
統
一
ル
ー

ル
の
も
と
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
は
あ
く
ま
で
も
、

施
策
等
の
案
の
内
容
を
よ
り
良
い

も
の
と
す
る
た
め
に
、
市
民
の
皆

さ
ん
な
ど
か
ら
意
見
等
を
募
集
し
、

市
が
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
参

考
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
賛
成
・

反
対
の
各
意
見
の
多
寡
で
意
思
決

定
の
方
向
を
判
断
す
る
住
民
投
票

類
似
の
制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
制
度
で
は
、
市
が
施
策
に
関
す

る
基
本
的
な
施
策
等
を
策
定
す
る

際
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
具
体
的

な
施
策
等
の
案
を
公
表
し
て
意
見

等
を
募
集
し
、
提
出
の
あ
っ
た
意

見
等
が
具
体
的
な
施
策
等
の
案
に

生
か
せ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
施
策
等
の
案
の
最

終
的
な
意
思
決
定
後
、
採
用
、
不

採
用
に
か
か
わ
ら
ず
、
提
出
の
あ

っ
た
意
見
等
と
そ
れ
に
対
す
る
市

の
考
え
方
を
公
表
し
ま
す
。
こ
れ

ら
の
一
連
の
手
続
を
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
と
い
い
ま
す
。

実
施
機
関
は
、
市
の
す
べ
て

の
執
行
機
関
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

議
決
機
関
で
あ
る
議
会
や
審
査
機

関
で
あ
る
公
平
委
員
会
及
び
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
つ
い
て

は
、
対
象
外
と
し
ま
す
。

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
事

パブリック・
コメント制度
実施要綱と
考え方

項
に
対
す
る
意
見
等
に
つ
い
て
は
、

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
市
内

の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に
勤
務

す
る
方
、
市
内
の
学
校
に
在
学
す

る
方
、
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事

業
所
を
有
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

そ
の
他
の
団
体
、
そ
の
他
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の
対
象
と

な
る
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
提

出
す
る
意
思
を
有
す
る
方
な
ど
、

広
く「
市
民
等
」と
し
て
位
置
づ
け
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の

対
象
と
な
る
事
案
に
意
見
提
出
で

き
る
も
の
と
し
ま
す
。
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パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の

対
象
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度

運
用
委
員
会
に
当
該
施
等
の
内
容

を
報
告
す
る
。

第
４
条
　
こ
の
要
綱
の
規
定
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
適

用
し
な
い
。

(

１)

迅
速
若
し
く
は
緊
急
性
を
要

す
る
も
の
又
は
軽
微
な
も
の

(

２)

施
策
等
の
策
定
に
当
た
り
、

意
見
聴
取
の
手
続
が
法
令
等

に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

(

３)

委
員
会
、
審
議
会
そ
の
他
の

市
の
附
属
機
関
及
び
こ
れ
に

準
ず
る
機
関
が
こ
の
要
綱
に

定
め
る
手
続
に
準
じ
た
手
続

を
経
て
行
う
報
告
、
答
申
等

に
基
づ
き
実
施
機
関
が
意
思

決
定
す
る
も
の

(

４)

地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律

第
67
号
）第
74
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
直
接
請
求
に
よ
り

議
会
に
提
出
す
る
も
の

行
政
の
効
率
性
を
考
え
る
と

す
べ
て
の
施
策
等
に
つ
い
て
、
こ

の
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
の
で
、
市
民
の
生
活
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
施
策

等
に
限
定
し
て
こ
の
制
度
を
実
施

し
ま
す
。

具
体
的
な
案
件
が
、
こ
の
制

度
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

個
別
の
計
画
の
性
格
、
内
容
等
に

応
じ
て
実
施
機
関（
担
当
課
）が
こ

の
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
判
断

し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制

度
運
用
委
員
会
に
報
告
し
ま
す
。

「
市
政
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
」と
は
、「
総
合
計
画
」「
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」な
ど
全
市
域

を
対
象
と
し
て
将
来
の
市
の
施
策

展
開
の
基
本
方
針
や
進
む
べ
き
方

向
、
そ
の
他
基
本
的
な
事
項
を
定

め
る
施
策
等
の
こ
と
を
い
い
、
構

想
、
計
画
、
指
針
、
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
、
憲
章
、
宣
言
等
そ
の
名
称

は
問
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
国
や
県
の
施
策
等
と
の

整
合
性
を
図
る
た
め
策
定
に
関
し

て
市
の
裁
量
の
余
地
の
少
な
い
も

の
、
特
定
地
域
を
対
象
と
し
た
も

の
や
個
別
の
事
業
実
施
計
画
は
除

き
ま
す
。

「
市
政
の
基
本
方
針
を
定
め
る

こ
と
を
内
容
と
す
る
条
例
」と
は
、

「
行
政
手
続
条
例
」「
情
報
公
開
条

例
」な
ど
、
市
政
全
般
又
は
個
別
行

政
分
野
に
お
け
る
基
本
理
念
基
本

方
針
な
ど
を
定
め
る
も
の
を
い
い

ま
す
。
部
設
置
条
例
や
職
員
給
与

条
例
な
ど
行
政
内
部
の
み
に
適
用

さ
れ
る
も
の
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

「
市
民
に
義
務
を
課
し
、
又
は

権
利
を
制
限
す
る
」場
合
は
、
地
方

自
治
法
第
14
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
、
条
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
制
度
の
対

象
と
し
ま
す
。
な
お「
金
銭
徴
収
に

関
す
る
事
項
」に
つ
い
て
は
、
財
政

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
十
分
な

検
討
が
な
い
ま
ま
負
担
軽
減
を
求

め
る
意
見
が
多
く
提
出
さ
れ
、
容

易
に
修
正
す
る
と
財
政
的
基
盤
を

揺
る
が
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、

地
方
自
治
法
第
74
条
に
お
い
て
直

接
請
求
の
対
象
外
事
項
と
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
本
制
度
の
対
象
外

と
し
ま
す
。

「
公
共
施
設
等
の
基
本
的
な
計

画
」と
は
、
広
く
市
民
の
利
用
が
予

想
さ
れ
る
会
館
、
ホ
ー
ル
、
公
園
等

の
施
設
の
整
備
に
係
る
理
念
・
機
能

等
を
定
め
る
計
画
を
い
い
ま
す
。

公
共
事
業
や
公
共
施
設
な
ど

の
事
業
実
施
計
画
的
な
も
の
は
、

成
熟
度
が
高
く
、
実
施
レ
ベ
ル
的

な
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
前
段

の
基
本
計
画
等
の
方
針
策
定
段
階

で
本
制
度
を
適
用
し
ま
す
。

そ
の
他
市
民
等
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
も
の
、
一
般
に
市
民

等
の
関
心
が
高
い
と
思
わ
れ
る
も

の
、
市
民
等
の
理
解
と
協
力
を
必

要
と
す
る
も
の
、
行
政
活
動
へ
の

市
民
参
加
を
進
め
る
上
で
特
に
重

要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
ど
、
上

記
に
該
当
し
な
く
て
も
実
施
機
関

で
必
要
と
考
え
る
場
合
は
、
積
極

的
に
本
制
度
に
よ
り
意
見
募
集
を

行
う
こ
と
と
し
ま
す
。

「
迅
速
性
若
し
く
は
緊
急
性
を

要
す
る
も
の
」と
は
、
本
手
続
に
係

る
所
要
時
間
の
経
過
等
に
よ
り
、

そ
の
効
果
が
損
な
わ
れ
る
な
ど
の

理
由
で
本
手
続
を
経
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
を
い
い
、「
軽
微
な
も
の
」

と
は
、
大
幅
な
改
正
又
は
基
本
的

な
事
項
の
改
定
を
伴
わ
な
い
も
の
、

上
位
法
令
等
に
そ
の
内
容
が
詳
細

に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
実
施
機
関

の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
も
の
な

ど
を
い
い
ま
す
。

法
令
等（
市
の
条
例
及
び
規
則

を
含
む
。）に
、
施
策
等
の
案
の
縦

覧
、
意
見
提
出
手
続
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
は
、
提
出
さ
れ
た
意

見
及
び
こ
れ
に
対
す
る
市
の
考
え

方
等
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
本
制

度
に
係
る
手
続
を
実
施
し
た
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
ま
す
。

市
で
は
、
附
属
機
関
等（
い
わ

ゆ
る
審
議
機
関
等
を
い
う
。）の
答

申
等
を
受
け
て
意
思
決
定
を
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
附
属
機
関

等
が
こ
の
要
綱
に
定
め
る
手
続
に

準
じ
た
手
続
を
経
て
策
定
し
た
答

申
等
を
受
け
て
、
市
が
意
思
決
定

を
行
う
場
合
に
は
、
同
様
の
案
に

つ
い
て
手
続
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、

費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
好
ま
し

く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

市
で
は
改
め
て
こ
の
要
綱
に
定
め

る
手
続
を
経
な
い
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
ま
す
。

直
接
請
求
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
市
長
は

意
見
を
附
け
る
だ
け
で
修
正
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
適
用
除
外

と
し
ま
す
。

第
５
条
　
実
施
機
関
は
、
施
策
等

を
策
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

最
終
的
な
意
思
決
定
を
す
る
前
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
資

料
を
添
付
し
て
施
策
等
の
案
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

１)

施
策
等
の
案
の
名
称

(

２)

施
策
等
の
案
を
立
案
し
た
趣

旨
、
目
的
及
び
背
景

(

３)

施
策
等
の
案
の
概
要

(

４)

施
策
等
の
案
を
立
案
す
る
際

に
整
理
し
た
論
点

(

５)

市
民
等
が
施
策
等
の
案
を
理
解
す

る
た
め
に
必
要
な
関
連
資
料

「
施
策
等
の
案
」を
公
表
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

が
そ
の
案
件
に
つ
い
て
内
容
を
十

分
理
解
し
、
適
切
な
意
見
を
提
出

で
き
る
よ
う
に
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
と
っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
を
心

掛
け
る
と
と
も
に
、
案
だ
け
で
は

十
分
理
解
で
き
な
い
場
合
に
は
、

関
係
資
料
及
び
関
連
情
報
を
合
わ

せ
て
提
供
し
ま
す
。

「
市
民
等
が
施
策
等
の
案
を
理

解
す
る
た
め
に
必
要
な
関
連
資
料
」

と
は
、
次
の
も
の
を
い
ま
す
。

(

ア)

根
拠
法
令

(

イ)

当
該
施
策
等
の
上
記
の
計
画

等
の
概
要

(

ウ)

施
策
等
の
実
施
に
よ
り
生
じ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
影
響

の
程
度
及
び
範
囲

(

エ)

そ
の
他
の
必
要
な
資
料
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第
６
条
　
前
条
に
規
定
す
る
公
表

は
、
情
報
公
開
総
合
窓
口
、
各
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
当

該
施
策
等
を
所
管
す
る
課（
課
相
当

の
組
織
を
含
む
。）に
お
け
る
閲
覧

及
び
配
布
並
び
に
都
留
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
前
項
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
施
策
等

の
案
が
市
民
等
に
周
知
さ
れ
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

１)

市
が
発
行
す
る
広
報
紙
等
へ

の
掲
載

(

２)

報
道
機
関
等
へ
の
発
表

(

３)

説
明
会
等
の
開
催

(

４)

印
刷
物
の
配
布

３
　
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
実
施
機
関
は
、
公
表
す
る
施
策

等
の
案
及
び
当
該
施
策
等
の
添
付
資

料（
以
下「
公
表
す
る
施
策
案
等
」と

い
う
。）が
著
し
く
大
量
で
あ
る
と
き

に
は
、
公
表
す
る
施
策
案
等
の
入
手

方
法
を
明
示
し
た
う
え
で
、
内
容
の

一
部
を
省
略
し
て
公
表
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
７
条
　
実
施
機
関
は
、
第
５
条

に
よ
る
公
表
の
日
か
ら
１
月
程
度

を
目
安
と
し
た
提
出
期
間
を
設
け
、

当
該
施
策
等
の
案
を
公
表
す
る
際

に
こ
れ
を
明
示
し
て
意
見
等
の
提

出
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
意
見
等
の

提
出
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る

場
所
へ
の
持
参
、
郵
便
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
提

出
さ
れ
た
意
見
等
の
記
録
性
を
確

保
で
き
る
範
囲
内
で
可
能
な
限
り

多
様
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
意
見
等
を
提
出
す
る
市
民
等

は
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び

連
絡
先
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
実
施
機
関
は
、
当
該
施
策
等

の
案
に
つ
い
て
の
意
見
等
と
併
せ

て
、
当
該
意
見
等
を
提
出
し
た
市

民
等
の
氏
名
そ
の
他
そ
の
属
性
に

関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
場
合
に

は
、
当
該
施
策
等
の
案
を
公
表
す

る
際
に
そ
の
旨
を
明
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
８
条
　
実
施
機
関
は
、
市
民
等

か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
等
を
総
合

的
か
つ
多
面
的
に
検
討
し
て
、
施

策
等
に
つ
い
て
最
終
的
な
意
思
決

定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
施
策
等
に
つ
い
て
意
思
決

定
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

次
の
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
公
表
す
る
こ
と
に

よ
り
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団

体
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の

他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
公
表
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

(

１)
提
出
さ
れ
た
意
見
等
の
内
容

(

２)

提
出
さ
れ
た
意
見
等
に
対
す

る
市
の
考
え
方

(

３)

提
出
さ
れ
た
意
見
等
に
よ
り
当

該
施
策
等
の
案
を
修
正
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
修
正
の

内
容

３
　
実
施
機
関
は
、
提
出
さ
れ
た

意
見
等
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

(

１)

施
策
等
の
是
非
の
み
の
意
見

等
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

(

２)

類
似
し
た
意
見
等
に
つ
い
て

は
、
ま
と
め
て
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

等
の
公
表
は
、
あ
ら
か
じ
め
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
運
用
委

員
会
に
諮
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項

の
規
定
は
、
第
２
項
及
び
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
場
合
に

準
用
す
る
。

公
表
の
方
法
と
し
て
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
一
定
の
場
所
へ
出

向
い
た
り
、
一
定
の
も
の
を
見
れ

ば
、
こ
の
要
綱
に
定
め
る
手
続
を

と
っ
て
い
る
施
策
等
の
案
を
必
ず

知
り
う
る
体
制
が
望
ま
し
い
た
め
、

最
低
限
、
所
管
課
及
び
総
務
部
総

務
課
に
設
置
す
る
情
報
公
開
総
合

窓
口
、
各
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
の
閲
覧
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
よ
る
こ
と
と

し
ま
す
。

こ
の
他
、
市
の
広
報
紙
へ
の

掲
載
、
報
道
機
関
等
へ
の
発
表
、

議
会
へ
の
情
報
提
供
に
も
努
め
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
説
明
会
等
の

開
催
、
印
刷
物
の
配
布
等
に
よ
り
、

可
能
な
限
り
多
様
な
方
法
で
周
知

し
ま
す
。

記
録
に
残
せ
る
方
法
に
限
り
ま
す
。

氏
名
及
び
住
所
の
明
記
を
意

見
等
の
受
付
条
件
と
す
る
の
は
、

匿
名
と
し
た
場
合
、
適
切
で
な
い

意
見
や
集
団
票
の
よ
う
な
偏
っ
た

意
見
が
出
て
く
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
で
す
。
電
子
メ
ー
ル
等
に
つ
い

て
は
、
ア
ド
レ
ス
等
に
よ
り
差
出

先
の
特
定
が
可
能
で
は
あ
り
ま
す

が
、
氏
名
又
は
名
称
の
明
記
の
さ

れ
て
い
な
い
も
の
は
、
受
け
付
け

し
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

意
見
等
を
提
出
し
た
市
民
の

皆
さ
ん
の
氏
名
等
を
公
表
す
る
の

は
、
個
人
情
報
の
保
護
の
観
点
か

ら
、
施
策
等
の
案
を
公
表
す
る
と

き
に
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
い
る

場
合
に
限
り
ま
す
。

意
見
等
の
提
出
期
間
の「
１
月

程
度
の
目
安
」に
つ
い
て
は
、
こ
の

期
間
が
あ
ま
り
長
期
に
な
る
と
行

政
執
行
の
効
率
が
悪
く
な
る
こ
と

か
ら
、
一
応
の
目
安
を
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
意
見
等
を
募
集
す
る

施
策
等
の
案
の
内
容
の
重
要
性
や

意
思
決
定
を
す
る
ま
で
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
等
を
考
慮
し
て
、
実
施
機

関
の
判
断
に
よ
り
適
宜
定
め
る
も

の
と
し
、
緊
急
性
を
考
慮
し
期
間

の
短
縮
等
を
行
う
場
合
に
は
、
公

表
時
に
明
記
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

提
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
意

見
等
の
明
確
な
把
握
の
た
め
に
も

実
施
機
関
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
等
を
市

の
機
関
の
縦
割
り
組
織
を
越
え
て

（
総
合
的
）、
市
の
規
定
方
針
に
合

わ
な
い
意
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

意
見
を
行
政
活
動
に
活
か
す
よ
う

様
々
な
角
度
か
ら（
多
面
的
）に
検

討
し
て
、
施
策
等
の
案
に
つ
い
て

最
終
的
な
意
思
決
定
を
行
い
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
意
見
が
所
管
課
の
み

で
な
く
他
課
に
ま
た
が
る
場
合
は
、

所
管
課
が
調
整
を
行
い
、
意
見
等

条
例
案
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
を
実
施
す
る

場
合
は
、「
条
文
形
式
」で
は
な
く
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
い

よ
う
に「
条
例
案
要
綱
」又
は「
骨
子

案
」に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

公
表
は
、「
最
終
的
な
意
思
決

定
を
す
る
前
」に
行
い
ま
す
。
な
お
、

条
例
案
及
び
議
会
の
議
決
を
要
す

る
も
の
に
あ
っ
て「
最
終
的
な
意
思

決
定
を
す
る
前
」と
は
、
議
会
提
案

前
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
条
を
は
じ
め
こ
の
要
綱

に
規
定
す
る
実
施
機
関
の
事
務
は
、

そ
の
施
策
等
の
所
管
す
る
課
が
行

い
ま
す
。
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第
９
条
　
市
長
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
に
よ
り
手
続

を
行
っ
て
い
る
案
件
の
一
覧
を
作

成
し
、
情
報
公
開
総
合
窓
口
に
備

え
付
け
る
と
と
も
に
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
案
件
の
一
覧
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

(

１)

案
件
名

(

２)

公
表
日

(

３)

意
見
等
の
提
出
期
限
及
び
提

出
方
法

(

４)

公
表
す
る
施
策
の
入
手
方
法

(

５)

問
い
合
わ
せ
先
及
び
意
見
等

の
提
出
先

第
10
条
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
制
度
の
運
用
状
況
の
把
握
及
び

適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
の
総
合

的
な
調
整
を
行
う
た
め
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
運
用
委
員

会（
以
下「
委
員
会
」と
い
う
。）を
設

置
す
る
。

２
　
委
員
会
の
組
織
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

(

１)

委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
委

員
若
干
名
を
置
く
。

(

２)

委
員
長
は
、
総
務
部
長
を
も

っ
て
充
て
る
。

(

３)

委
員
は
、
各
部
長
及
び
部
長

相
当
の
職
の
中
か
ら
市
長
が

任
命
す
る
。

３
　
委
員
会
の
運
営
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

(

１)

委
員
長
は
、
会
議
を
招
集
し
、

会
務
を
総
括
す
る
。

(
２)

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が

指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務

を
代
行
す
る
。

(

３)

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外

の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

(

４)

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部

総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
11
条
　
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

制
度
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
実
施
機
関
が
別
に
定
め
る
。

に
対
す
る
市
の
総
合
的
な
考
え
を

示
す
こ
と
と
し
ま
す
。

採
用
、
不
採
用
に
か
か
わ
ら

ず
、
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方

や
、
提
出
さ
れ
た
意
見
等
に
基
づ

い
て
修
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
内

容
及
び
理
由
を
最
終
案
と
併
せ
て

一
定
期
間
公
表
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
第
１
条
に
掲

げ
る
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、
市

に
お
け
る
情
報
収
集
源
の
拡
大
と

多
様
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
住
民
投
票
で
は
な
い
の
で

施
策
等
の
案
等
の
賛
否
を
問
う
性

格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従

い
ま
し
て
、
賛
否
の
結
論
だ
け
を

示
し
た
意
見
な
ど
に
対
し
て
は
、

市
の
考
え
方
を
示
さ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

提
出
さ
れ
た
意
見
等
の
数
が

多
い
場
合
な
ど
は
、
類
似
の
意
見

等
を
ま
と
め
て
公
表
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

「
提
出
さ
れ
た
意
見
等
に
対
す

る
市
の
考
え
方
」は
、
適
宜
、
整
理

し
て
公
表
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

意
見
等
は
公
表
が
原
則
で
す

が
、
不
適
当
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
公
表
し
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

意
見
等
の
内
容
に
よ
り
不
適

当
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
等
と
し

て
取
り
扱
わ
な
い
場
合
や
同
一
意

見
等
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
の
正

当
性
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

制
度
運
用
委
員
会
に
諮
り
、
制
度

の
統
一
的
な
運
用
と
市
民
等
の
制

実
施
機
関
は
、
こ
の
要
綱
に
定

め
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
第
３
条

第
２
項
に
規
定
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
制
度
運
用
委
員
会
へ
の
報

告
を
通
じ
て
必
要
事
項
を
市
長
に
提

出
し
、
市
長
は
提
出
の
あ
っ
た
案
件

の
一
覧
表
を
作
成
し
て
市
民
の
皆
さ

ん
に
公
表
し
ま
す
。

こ
の
条
に
規
定
す
る「
市
長
」

の
事
務
は
、
こ
の
制
度
の
所
管
課

長（
総
務
部
総
務
課
）が
行
い
ま
す
。

各
実
施
機
関
で
公
正
で
透
明

性
の
あ
る
制
度
の
運
用
を
図
り
、

庁
内
で
の
協
力
体
制
を
築
く
た
め

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
統
一
の
ル
ー
ル
の

も
と
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

制
度
運
用
委
員
会
を
通
じ
、
実
施

機
関
が
定
め
ま
す
。

度
に
対
す
る
透
明
性
の
確
保
に
努

め
ま
す
。

附
　
　
則

１
　
こ
の
要
綱
は
、
平
成
15
年
10

月
29
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
要
綱
は
、
平
成
15
年
10

月
29
日（
以
下「
実
施
日
」と
い
う
。）

以
後
に
最
終
的
な
意
思
決
定
を
行

う
計
画
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
実
施
日
に
お
い
て
既

に
そ
の
策
定
に
着
手
し
て
い
る
計

画
等
で
、
実
施
日
以
後
に
予
定
し

て
最
終
的
な
意
思
決
定
を
行
う
必

要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度

運
用
委
員
会
を
設
置
し
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
の
対
象
と

な
る
施
策
等
の
把
握
及
び
実
施
に

あ
た
っ
て
の
調
整
を
担
当
す
る
こ

と
と
し
ま
す
。

第
２
条
に
お
い
て
、
意
見
等

を
求
め
る
対
象
を「
市
民
等
」と
し

て
広
く
意
見
募
集
し
ま
す
が
、
施

策
等
に
よ
っ
て
は
、
対
象
を
絞
り

込
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
が
望
ま
し

い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
象

を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
場
合
は
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
運

用
委
員
会
に
お
い
て
適
切
な
判
断

を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。

こ
の
制
度
の
円
滑
な
導
入
を

図
る
た
め
、
こ
の
要
綱
の
施
行
の

際
に
、
現
に
立
案
過
程
に
あ
る
施

策
等
に
つ
い
て
は
、
立
案
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
配
慮
し
、
こ
の
要

綱
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
で

す
が
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
こ

の
制
度
に
準
じ
た
手
続
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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